
廃棄物の適正な処理の促進に関する条例施行規則の一部改正の概要 

 

１ 改正の概要 

 ⑴ 一宮市の区域について、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例（以下「県条例」と  

いう。）の規定の一部を適用除外とする。 

 ⑵ 小規模産業廃棄物焼却施設の設置等に係る届出を受理した際の受理書の交付手続を

廃止する。 

 ⑶ 立入検査に係る身分証明書の様式について、環境省所管法令に基づく身分証明書を統

合した様式によることとする。 

 

２ 改正の理由 

 ⑴ 県条例第９条（計画内容の周知等）では、一定の一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物  

処理施設の設置又は変更の許可を受けようとする者に対し、関係地域において説明会を

開催すること等を義務付けている。 

   また、県条例第２７条（適用除外）は、県条例と同等以上の効果を期待することがで

きるものとして規則で定める条例を制定している市町村の区域については、規則で定め

る県条例の規定は適用しないとしている。 

   一宮市では、「一宮市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する

条例」（２０２０年１２月２１日公布、２０２１年４月１日施行）及び「一宮市産業廃棄

物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則」（２０２０年１２

月２１日公布、２０２１年４月１日施行）を制定し、産業廃棄物処理施設の設置又は変

更をしようとする者に対し、関係地域において説明会を開催すること等を義務付けるこ

ととしている。 

   これを踏まえ、県条例のうち「一宮市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及

び調整に関する条例」と重なる事項を適用除外とすることが適当であるため。 

 ⑵ 合理化の観点から、本規則で定める小規模産業廃棄物焼却施設の設置等に係る届出を

受理した際の受理書の交付手続を廃止するため。 

 ⑶ 「環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す

証明書の様式の特例に関する省令」が制定（２０２１年３月１６日公布、同日施行）さ

れ、環境省が所管する法令で定められている立入検査に係る身分証明書について、複数

の法令に基づく身分証明書を統合した様式（統合様式）を用いることができることとさ

れた。また、併せて発出された事務連絡において、条例に基づく立入検査等に係る身分

証明書についても、統合様式への統合が可能である旨が示されたことから、他の環境局

所管規則（別途改正）と同様に、この規則で様式を定めている身分証明書についても統

合様式を採用し、業務の効率化を図るため。 

 

３ 改正の内容 

 ⑴ 一宮市の区域について、県条例第９条のうち産業廃棄物処理施設に係る部分を適用 



除外とする。 

 ⑵ 小規模産業廃棄物焼却施設の設置等に係る届出の受理書の交付に関する規定を削除

する（第１８条及び様式第８）。 

 ⑶ 立入検査に係る身分証明書の様式（様式第１３）を削除し、統合様式（環境省の所管

する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の

特例に関する省令別記様式）によることを定める（第２８条）。 

 

４ 施行期日 

  ２０２１年４月１日 

 

５ その他 

 ⑴ 愛知県事務処理特例条例に基づき市町村等が処理する事務の範囲を定める規則にお

いて、３⑵の受理書を交付する事務を市町村に移譲しているが、同規則から当該事務を

削除する改正は、他の改正要因と併せて別途行う。 

 ⑵ 県及び一宮市の条例において説明会開催の対象とする施設は、次のとおり。 

 一般廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設 その他 

県条例 

焼却施設 

最終処分場 

焼却施設 

廃水銀等の硫化施設 

廃石綿等の溶融施設 

ＰＣＢ処理施設 

最終処分場 

－ 

一宮市条例 － 
上記のほか、産業廃

棄物処理施設の全て 

産業廃棄物積替・

保管施設 
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